
 

● 医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算 

  医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか

適用することはできません。 

  国税庁ホームページでは、これらの控除による減税額を試算し、

どちらが有利か確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 計算された減税額等は、あくまでも概算です。実際の減税額等は、他の所得及び所得控除の金額

等により異なります。 

源泉徴収税額が 0円の場合は、減税額に金額があったとしても、還付される金額は、ありません。 

計算された減税額等は概算のため、申告書を作成する方は、「確定申告書等作成コーナー」をご利

用ください。 
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